
郡上市告示第８号 

 

 郡上市有施設で使用する電気の調達（八幡中学校他２３施設）について、下記のとおり一般競

争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定

により、次のとおり公告する。 

 

 令和８年１月２７日 

郡上市長 山川 弘保 

 

１ 入札に付する事項 

（１）仕様書番号  総契 第０８－２号 

（２）業務名    郡上市有施設で使用する電気の調達（八幡中学校他２３施設） 

（３）仕 様    別紙「電気需給仕様書」のとおり 

（４）需給場所   別紙「仕様書別表」のとおり 

（５）契約期間   令和８年４月１日 0時 00分から令和９年３月３１日 24時 00分まで 

（６）議会の議決  否 

（７）低入札調査基準価格 有（失格判断基準 無） 

（８）最低制限価格 無 

（９）予定契約電力・予定使用電力量 

   ①予定契約電力 １，５２５ｋｗ（施設合計） 

   ②契約期間中の予定使用電力量 １，７６９，１４６ｋｗｈ（施設合計） 

（10）その他この告示に記載していない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、

同法施行令（昭和２２年政令第１６号）及び郡上市契約規則（平成１６年郡上市規則第４８

号、以下「規則」という。）等の定めるところによるものとする。 

 

２ 入札参加の資格に関する事項 

  この入札に参加する者は、入札書の提出締切時点で次に掲げる要件を全て満たし、かつ、当

該業務に係る郡上市競争入札等参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載された者

とする。（なお、令和８年４月１日以降の資格者名簿に登載される必要があるため、当市ホーム

ページ「令和６・７・８年度 役務提供業務及び物品調達等に係る郡上市競争入札等参加資格

審査要領」を参照し申請すること。） 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ 

ること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手

続開始の申し立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件

に係るものを含む。）をした者にあっては、同法第１９９条第１項若しくは第２項又は第２０

０条第１項の規定による更生計画認可（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる更生事件に係るものを含む。）の決定を受けていること。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項及び第２項の規定による民事再

生手続開始の申し立てをした者にあっては、同法１７４条第１項の規定による再生計画認可

の決定を受けていること。 

（４）入札公告日から入札日までの間に、郡上市建設工事等契約に係る指名（入札参加資格）停



止措置要領（平成１６年郡上市告示第１３９号。以下「指名停止措置要領」という。）に基づ

く、指名及び入札参加資格の停止又は建設業法（昭和２４年法律１００号）第２８条の規定

による営業停止の処分を受けていないこと。 

（５）郡上市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２３年訓令第２号）に基づく

指名停止措置を、当該工事の開札日までに受けていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置

要件に該当しないこと。 

 (６) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録

を受けている者であること｡ 

（７）本公告において示す予定購入電力量を確実に納入できる能力を有していること。 

（８）契約後の検針等、購入電力に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備

されていること。 

(９) 発注者が指定する履行開始日から送電をすることが可能な者であること｡ 

 

３ 入札手続きに関する事項 

（１）入札の参加希望者は、次に掲げる申請書及び資料（以下「申請書等」という｡）を提出し、

入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書等を提

出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することはできない。 

ア 提出期間 令和８年１月２７日（火）から令和８年２月１３日（金）午前９時から午後５

時まで。ただし郡上市の休日を定める条例第１条に掲げる日（土曜日、日曜日、祝日及び

１２月２９日から１月３日まで）を除く。 

イ 提出場所 岐阜県郡上市八幡町島谷２２８番地  

郡上市役所本庁舎３階 総務部契約管財課 

電話 ０５７５－６７－１８３９ 

ウ 提出方法 持参または郵送（「一般書留郵便」若しくは「簡易書留郵便」に限る｡）による。

郵送の場合は、提出期限までに担当課に必着のこと。 

（２）提出書類は、次のとおりとする。 

一般競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して、提出す

るものとする。 

ア 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けた者であることを証す

る書類の写し 

イ 業務履行実績調書（様式第２号） 

（３）申請書類に基づく審査結果は､令和８年２月１９日（木）に一般競争入札参加資格確認通知

書を郵送する｡ 

（４）その他 

ア 様式は３（１）イの場所にて交付を受けるか、郡上市ホームページからダウンロードす

ること。 

イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

ウ 提出された申請書等は、返却しない｡ 

エ 提出期限後における申請書等の差替え又は再提出は認めない｡ 

 

４ 仕様書等に対する質疑 

（１） 質疑期間 令和８年１月２７日（火）から令和８年２月１３日（金）午前９時から午後 



５時まで。ただし郡上市の休日を定める条例第１条に掲げる日（土曜日、日曜日、祝日及び

１２月２９日から１月３日まで）を除く。 

（２）質疑方法 質疑事項を指定の質疑書に記入のうえ、ファックスにより提出すること。なお、

ファックス送信後に受信確認のため、電話連絡を行うこと｡ 

郡上市役所総務部契約管財課 ：電  話 ０５７５－６７－１８３９ 

ＦＡＸ ０５７５－６７－１７１１ 

（３）質疑回答 令和８年２月１８日（水）午後５時までに質疑者へファックスで回答する。 

 

５ 入札説明会 実施しない｡ 

 

６ 入札の方法及び日時 

（１） 入札の方法  

ア 入札は持参又は郵便により行い、郵便の場合は一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記

録郵便により３（１）イへ提出する。なお、開札の立会いに入札者又はその代理人が参加

しない場合においては、「くじ引きに係る委任状」を開札日までに提出すること。 

イ 入札に用いる封筒は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封割印のうえ、入札者の氏

名を表記し、外封筒の封皮に「郡上市有施設で使用する電気の調達（八幡中学校他２３施

設）入札書在中」と記載すること。 

ウ 入札は郡上市が示す各施設契約電力及び月別予定使用電力量と、入札者が見積もった単

価に従って計算した総価で行い、各施設毎に算定した入札金額算定書（様式１－１：総括

表、１－２：内訳書）を作成し添付すること。また、入札金額算定書にて見積もった単価

が各施設における契約単価の基礎となるので、作成にあたっては間違いがないよう留意す

ること。 

エ 入札金額算定書の作成について、郡上市が示す様式によりがたい場合は、任意様式への

変更も可とするが、各施設の基本料金・電力量料金の単価と、総価との関係が容易にわか

るものとすること。 

オ 入札金額算定書にて見積もった単価は税込単価とし、小数点以下第二位までとする。ま

た、それぞれの月の契約電力及び使用電力量は、あらかじめ郡上市で定めた数値により積

算するものとし、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー発電促進賦課金

は考慮しないこと。 

カ 入札金額は、本件物品供給に要する一切の諸経費を含めた額とする。 

キ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額（以下「入札書記載金額」という。）

の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札金額算定書にて見

積もった契約希望金額（総価）の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

 （２）入札書提出日時  

令和８年２月２５日（水）～令和８年３月２日（月）（※午後５時必着。） 

 （３）提出場所  

３（１）イに同じ。 

 （４）入札保証金及び契約保証金 



     規則第５条及び３１条各号に該当するときは免除とする。 

 （５）落札者の決定方法 

規則第１０条及び１１条の規定により定めた予定価格に１１０分の１００を乗じて得

た額の範囲内で、最低の入札書記載金額をもって入札した者を落札者とする。ただし、

落札者決定後、総価と内訳単価の相違等、入札内容に齟齬があった時は、落札者と契約

を締結しない場合がある。 

 （６）入札の無効 

     本公告に示した入札に参加する資格のない者及び競争入札参加資格確認において虚偽

の申請を行った者のした入札並びに規則第１４条各号のいずれかに該当する入札は、無

効とする。 

 （７）入札又は開札の中止 

     天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことが出来ないときは、こ

れを中止する。この中止による損害は、入札者の負担とする。 

 （８）落札の無効 

     落札者は、落札の通知を受けた日から、原則として１週間以内に契約を締結しなけれ

ば、その落札は無効とする。 

 

（９）開札の日時及び場所 

日 時 令和８年３月３日（火） 午後１時３０分～ 

場 所 郡上市役所本庁舎 ２階 第２会議室 

 

７ その他 

（１）入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約書作成の要否 【要】 

（３）談合情報があった場合は、談合の事実の有無に関わらず、その全てを公表することがあ

る。 

（４）談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無に関わらず、契約の締結

をしないことがある。 

（５）その他本件の入札執行については、地方自治法、同法施行令及び規則に定めるところに

よる。 

 


